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最
高
裁
第
二
小
法
廷
（
客

乗
訴
訟
・
鬼
丸
か
お
る
裁
判

長
）
と
第
一
小
法
廷
（
パ
イ

ロ
ッ
ト
訴
訟
・
金
築
誠
志
裁

判
長
）
は
、
２
月
４
日
（
客

乗
訴
訟
）
・
５
日
（
パ
イ
ロ
ッ

ト
訴
訟
）
付
け
で
、
上
告
棄

却
・
上
告
不
受
理
の
決
定
を

下
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
は
、
こ
れ
か
ら

更
に
書
面
を
提
出
す
る
こ
と

を
裁
判
所
に
通
知
し
て
い
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
最
高
裁
に

高
裁
か
ら
書
面
が
到
着
し
て

か
ら
た
っ
た
３
〜
４
カ
月
で
、

実
質
的
な
審
理
を
何
ら
行
う

こ
と
な
く
出
さ
れ
ま
し
た
。

あ
ま
り
に
も
早
い
決
定
、
そ

し
て
、
審
議
さ
れ
た
形
跡
が

全
く
見
ら
れ
な
い
三
行
半
の

決
定
書
、
司
法
に
対
す
る
最

後
の
期
待
も
大
き
く
裏
切
ら

れ
ま
し
た
。

東
京
高
裁
の
判
決
は
、
Ｊ

Ａ
Ｌ
が
解
雇
時
点
で
の
余
剰

人
員
数
を
立
証
し
て
い
な
い
、

解
雇
回
避
の
手
段
が
あ
り
な

が
ら
何
ら
実
行
し
て
い
な
い
、

病
欠
者
や
年
齢
の
高
い
者
を

解
雇
し
て
い
る
、
協
議
交
渉

の
過
程
で
組
合
に
対
し
て
支

配
介
入
の
不
当
労
働
行
為
が

行
わ
れ
た
、
解
雇
さ
れ
た
者

の
大
半
は
会
社
が
敵
視
し
て

き
た
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
、

又
は
、
多
数
の
組
合
活
動
家

が
含
ま
れ
て
い
る
等
の
こ
と

が
あ
り
な
が
ら
、
公
的
資
金

導
入
を
伴
っ
た
会
社
更
生
法

に
よ
る
再
建
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
重
視
し
て
、
整
理
解

雇
を
有
効
と
し
た
不
当
な
も

の
で
し
た
。

整
理
解
雇
法
理
・
信
義
則
・

不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
法

理
解
釈
に
つ
い
て
重
大
な
誤

り
が
多
数
あ
り
、
当
然
上
告

受
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
し

た
。又

、
こ
の
裁
判
は
会
社
更

生
手
続
き
下
に
お
け
る
整
理

解
雇
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る

最
初
の
裁
判
で
あ
り
、
企
業

の
利
益
と
労
働
者
保
護
の
ど

ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
の
か
が

問
わ
れ
る
事
例
で
あ
っ
て
、

最
高
裁
は
慎
重
に
十
分
時
間
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を
か
け
て
審
議
す
べ
き
事
件

で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を

こ
れ
ほ
ど
早
期
に
、
実
質
審

理
を
行
わ
ず
、
政
財
界
の
立

場
を
一
方
的
に
擁
護
し
労
働

者
に
全
く
寄
り
添
わ
な
い
決

定
を
下
し
た
こ
と
は
、
三
権

分
立
を
蹂
躙
し
、
司
法
の
役

割
を
放
棄
し
た
許
し
難
い
行

為
と
し
て
弾
劾
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
す
。

原
告
ら
は
２
月
12
日
18
時

か
ら
多
く
の
支
援
の
仲
間
と

共
に
Ｊ
Ａ
Ｌ
本
社
前
に
集
合

し
宣
伝
・
要
請
行
動
を
行
い

ま
し
た
。
各
支
援
者
は
最
高

裁
決
定
の
不
当
さ
に
怒
り
、

原
告
に
対
し
て
引
き
続
き
の

支
援
を
約
束
し
、
原
告
共
々

Ｊ
Ａ
Ｌ
に
対
し
て
「
解
決
す

る
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
！
」

と
決
意
を
表
明
し
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
は
84
名
の
客
室
乗

務
員
を
解
雇
し
な
が
ら
解
雇

以
降
２
０
０
０
名
以
上
も
新

規
採
用
し
て
い
ま
す
が
、
展

望
を
見
い
だ
せ
な
い
職
場
に

嫌
気
が
さ
し
て
一
年
に
６
０

０
人
が
自
主
退
職
し
、
新
人

多
数
と
な
っ
た
職
場
は
経
験

者
が
戻
る
こ
と
を
切
望
し
て
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い
ま
す
。

パ
イ
ロ
ッ
ト
も
同
様
に
人

材
の
流
出
が
続
き
採
用
を
開

始
し
ま
し
た
が
、
世
界
的
な

パ
イ
ロ
ッ
ト
不
足
で
十
分
な

人
員
を
確
保
で
き
ず
、
定
年

後
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
再
採
用

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
Ｉ

Ｌ
Ｏ
も
こ
う
し
た
状
況
に
着

目
し
、
解
決
へ
の
努
力
を
政

府
や
Ｊ
Ａ
Ｌ
に
求
め
て
い
ま

す
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
は
莫
大
な
利
益
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を
あ
げ
続
け
財
力
も
体
力
も

あ
り
、
解
雇
者
を
戻
せ
な
い

理
由
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
裁
判
は
終
結
し
ま
し

た
が
、
争
議
は
終
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
。
原
告
団
は
更
に
大

き
な
運
動
で
Ｊ
Ａ
Ｌ
を
包
囲

し
、
解
雇
撤
回
さ
せ
る
決
意

を
新
た
に
確
認
し
ま
し
た
。

今
後
も
引
き
続
き
御
支
援

を
お
願
い
し
ま
す
！

セ
ー
ジ
が
続
き
ま
し
た
が
、

ど
の
方
の
発
言
も
２
月
４
・

５
日
の
不
当
決
定
に
対
す
る

怒
り
の
声
で
満
ち
溢
れ
て
い

ま
し
た
。

参
加
者
は
オ
レ
ン
ジ
の
リ

ボ
ン
を
手
に
つ
け
３
回
の
最

高
裁
に
対
す
る
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
で
そ
の
手
を
高
く
突

き
出
し
抗
議
の
姿
勢
を
表
わ

し
ま
し
た
。

「
最
高
裁
は
憲
法
守
れ
！

人
権
守
れ
！
解
雇
自
由
社
会

を
認
め
る
な
！
司
法
の
役
割

2
月
27
日
11
時
か

ら
支
援
共
闘
会
議
主

催
で
最
高
裁
前
で
の

抗
議
行
動
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

前
日
の
冷
た
い
雨

も
す
っ
か
り
あ
が
り
、

春
め
い
た
暖
か
い
日

差
し
の
中
で
行
動
開

始
。
支
援
共
闘
会
議

共
同
代
表
全
国
港
湾

糸
谷
委
員
長
の
挨
拶

か
ら
始
ま
り
、
参
加

各
団
体
か
ら
の
メ
ッ

果
た
せ
！
」
、
こ
の
決
定
は

「
永
田
町
の
風
見
鶏
だ
、
司

法
の
汚
点
だ
、
日
本
の
恥
だ
、

世
界
の
笑
い
物
だ
」
と
、
６

０
０
人
を
超
え
る
参
加
者
の

声
が
最
高
裁
前
に
響
き
渡
り

ま
し
た
。

原告の所属労組からの職場報告です

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

日本航空乗員組合 副委員長 岡野健一

JAL不当解雇撤回への取り組みに対し、皆様からの多大なるご支援に、心から

感謝いたします。

私たち日本航空乗員組合は「最高裁の不当決定に屈することなく、全力で不

当解雇を撤回させる。」との方針を、最高裁の不当な棄却決定が届いた2月6日

に職場に出しました。

裁判闘争で判明したことは、裁判所は事実を追求することなく、会社更生法

の適用だけをもって、不当判決を下したことだけです。

2010年12月31日時点での解雇の有効性に対する司法判断が示されたに過ぎず、

私たちが苦境にある被解雇者を放置し続けていいと言う判断には到底なり得ま

せん。

現在の職場は、「退職者が止まらない」状況が深刻化しています。自主退職

者数は解雇以降で150人を超えました。破たん以前はパイロットが自主退職する

ことはほとんどありませんでした。職場へのアンケートで、「離職を止めるた

めに何が必要か？」を聞いたところ、労働条件の向上とともに、解雇問題の解

決を求める声も上げられています。離職の原因として、「パイロットを大切に

しない会社の雰囲気」や「会社への信頼を失ったこと」などの意見があげられ

ています。

不当解雇問題が職場に暗い影を落としていると考えられます。さらに、会社

の規定で定められた乗務時間の上限に近づくパイロットが続出し、あまりの勤

務の過酷さから悲鳴の声が上がり続けています。

一方で、JALは破たん以降5年連続で1500億円を超える営業利益を計上しよう

としています。解雇が行われた当時と現在とでは明らかに状況が変わり、今は

被解雇者を職場に戻すことが可能なはずです。私たち日本航空乗員組合は、職

場の団結を強め、全力で自主解決により不当解雇を撤回させます。
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都
市
内
に
あ
る
稲
盛
財
団
と

京
セ
ラ
本
社
に
申
し
入
れ
を

行
い
、
抗
議
宣
伝
行
動
も
の

べ
１
８
２
人
が
参
加
し
て
行

い
ま
し
た
。

京
都
市
中
心
部
繁
華
街
に

２
月
18
日
、
「
２
０
１
５
年

春
・
労
働
争
議
支
援
京
都
総
行

動
」
が
京
都
総
評
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
闘

争
京
都
支
援
共
闘
な
ど
を
中
心

に
行
わ
れ
、
清
田
Ｊ
Ａ
Ｌ
乗
員

原
告
団
事
務
局
長
を
先
頭
に
京

あ
り
、
盛
和
塾
も
入
居
す
る

大
き
な
ビ
ル
の
ワ
ン
フ
ロ
ワ
ー

す
べ
て
を
使
用
す
る
稲
盛
財

団
は
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
闘
争
京
都
共

闘
や
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回

原
告
団
の
代
表
者
ら
に
対
し
、

い
つ
も
の
事
務
局
次
長
は
な

ぜ
か
出
て
こ
ず
、
「
稲
盛
和

夫
理
事
長
へ
の
（
不
当
解
雇

撤
回
の
要
請
）
文
書
は
お
預

か
り
し
ま
す
」
と
い
う
の
で
、

「
最
高
裁
決
定
が
出
た
か
ら

と
い
っ
て
闘
い
を
終
え
る
わ

け
で
は
な
い
。
勝
利
す
る
ま

で
闘
う
」
と
明
確
に
伝
え
る

よ
う
に
と
要
請
団
は
強
調
し

ま
し
た
。

京
セ
ラ
本
社
前
で
は
、
平

日
の
日
中
で
隣
の
催
し
物
会

場
に
参
加
す
る
一
般
市
民
も

原告の所属労組からの職場報告です

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

キャビンクルーユニオン副委員長 前田 環

支える会の皆さま、いつも温かいご支援ありがとうございます。2

010年大晦日の不当解雇から4年、原告と共にキャビンクルーユニオ

ンは皆様に支えられてこれまで解雇撤回に向けて闘って参りました。

しかし、最高裁は上告から数カ月の短い期間で十分な審議もせず

棄却・上告不受理の不当な決定を下しました。解雇自由な社会を推

し進める政府のもとでこの決定は『裁かれるべきは司法の異常さ』

と言わざるを得ないもので、断固抗議します。

原告組合員は、働く権利を奪われた苦境の中でも職場復帰実現の

為に国内外に支援・共闘を広げその輪は確実に大きくなっています。

その運動の広がりに危機感を抱いた結果の早期決定であったとも言

えます。

日本航空は解雇からこれまで２千名に及ぶ客室乗務員の新規採用

を行いましたが、解雇問題を放置したままの会社姿勢に加え、賃金

は平均年収で07年比26％減。稼働実績値は07年比で1.8か月増になり、

「年8.8か月分の給料で13.8か月分働いた」計算になります。

約５か月分のコスト削減を強いられ職場は会社への信頼を失い自

主退職者が年間６百名にも及びます。雇っても、雇っても減ってい

く現状です。総在籍者数が約6042名（15年1月現在）。新人の割合は

34％になりました。

キャビンクルーユニオンが春闘アンケートで集めた声には「仕事

に見合った賃金にしてほしい」「3人に1人の新人でサービスも安全

も守るにはもう限界」「ギリギリの人員でスケジュール変更が多発

し予定が立たず約束も守れず友達を失う」など悲痛な声が届いてい

ます。このアンケートには多くの新人、他労組の組合員も参加して

います。

御巣鷹の事故から30年。JALは「安全の層」を厚くする事を社会に

約束しているにも関わらず無反省に事態を進めています。解雇され

たパイロットと客室乗務員は安全を守るために献身的に活動してき

た組合員です。

支援者の皆さま、私たちの「安全の砦」を取り戻すためにもどう

ぞ更にお力をお貸しください。さらに支援の輪を広げて頂けますよ

う重ねてお願いいたします。

稲盛財団への要請

参
加
者
の
列
は
西
門
か
ら

正
門
前
に
続
く
三
宅
坂
小
公

園
の
角
ま
で
延
々
と
続
き
、

各
労
組
・
団
体
の
旗
が
は
た

め
く
そ
の
景
観
は
み
ご
と
で

し
た
。

最
後
に
内
田
客
乗
原
告
団

長
が
「
こ
ん
な
決
定
に
負
け

ず
、
職
場
復
帰
を
め
ざ
し
て

更
に
頑
張
る
！
11
日
か
ら
Ｉ

Ｌ
Ｏ
本
部
に
出
か
け
た
が
担

当
者
か
らn

e
v
e
r
g
iv
e
u
p

と

激
励
さ
れ
た
」
と
決
意
表
明

を
行
い
、
全
労
連
小
田
川
議

長
の
挨
拶
で
終
了
し
ま
し
た
。

平
日
の
昼
間
帯
に
も
拘
わ

ら
ず
御
参
加
い
た
だ
い
た
皆

様
！
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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た
く
さ
ん
通
行
し
、
関
心
を

持
っ
て
Ｊ
Ａ
Ｌ
争
議
の
ビ
ラ

を
受
け
取
り
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
原
告
を
中
心
と
し

た
要
請
団
が
京
セ
ラ
名
誉
会

長
で
も
あ
る
稲
盛
和
夫
・
Ｊ

Ａ
Ｌ
名
誉
会
長
に
、
自
主
解

決
め
ざ
し
て
闘
う
決
意
を
伝

え
る
よ
う
に
京
セ
ラ
本
社
に

入
り
総
務
部
担
当
に
要
請
書

を
手
渡
し
ま
し
た
。

外
で
は
50
人
近
い
地
域
の

支
援
の
仲
間
が
申
し
入
れ
代

表
団
激
励
の
マ
イ
ク
を
取
り
、

労
働
契
約
法
20
条
違
反
裁
判

で
全
国
の
非
正
規
労
働
者
の

闘
い
の
先
頭
に
立
つ
郵
政
ユ

ニ
オ
ン
の
報
告
、
全
印
総
連

の
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
・
印
刷
通

き
上
の
決
定
で
あ
り
、
本
件

の
訴
え
に
対
す
る
具
体
的
内

容
の
審
理
は
行
わ
れ
て
い
な

い
」
と
い
う
こ
と
。
②
本
解

雇
に
つ
い
て
は
、
何
ら
解
決

し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
の

話
し
合
い
・
交
渉
で
解
決
す

べ
き
案
件
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
道
を
つ
く
る
の
が
Ｉ
Ｌ

Ｏ
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ

と
。
③
「S

o
cia
lD
ialo
g

（
社

会
的
対
話
・
交
渉
）
」
で
問

題
を
解
決
す
る
事
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ

の
精
神
で
あ
り
、
本
件
に
つ

い
て
も
ま
さ
に
、
そ
の
フ
ェ

イ
ズ
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
。

私
た
ち
か
ら
は
、
「
現
時

点
ま
で
最
大
限
の
取
り
組
み

を
し
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

政
府
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
に
基
づ

き
対
応
し
な
い
た
め
、
自
主

解
決
の
協
議
の
場
が
持
た
れ

ず
、
加
え
て
最
高
裁
決
定
が

協
議
実
現
の
可
能
性
を
阻
む

要
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
の

で
、
事
態
の
打
開
に
向
け
て

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
三
次
勧
告
を
お
願

い
し
た
い
」
と
強
く
訴
え
ま

し
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
も

協
議
が
開
始
さ
れ
た
ら
解
決

に
向
け
最
大
限
の
努
力
を
す

る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。

- 4 -

客
乗
原
告
団
長
の
私
の
4
人

で
す
。
訪
問
の
目
的
は
、
昨

年
10
月
に
提
出
し
た
追
加
情

報
と
、
そ
の
後
の
状
況
説
明

を
も
と
に
、
一
次
、
二
次
と

出
さ
れ
た
勧
告
に
継
ぐ
三
次

勧
告
を
求
め
る
こ
と
に
あ
り

ま
し
た
。

関
係
者
と
の
面
談
は
、
事

前
に
調
整
さ
れ
て
い
た
と
は

い
え
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
存
在
意
義

を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
87
号

条
約
を
巡
る
論
争
の
最
中
で

あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
快

く
応
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

12
日
、
13
日
の
面
談
で
Ｉ

Ｌ
Ｏ
関
係
者
の
考
え
が
以
下

の
3
点
示
さ
れ
ま
し
た
。

①
最
高
裁
決
定
は
「
あ
く
ま

で
も
最
高
裁
と
し
て
の
手
続

両
日
の
面
談
内
容
で
、
私

た
ち
の
要
請
の
意
義
は
十
分

理
解
さ
れ
、
し
っ
か
り
受
け

止
め
て
い
た
だ
け
た
と
参
加

者
4
人
は
確
信
し
て
帰
国
の

途
に
つ
き
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回

客
乗
原
告
団
長

内
田
妙
子

販
と
い
う
町
の
印
刷
屋
を
次
々

倒
産
に
追
い
込
む
業
態
で
あ

る
プ
リ
ン
ト
パ
ッ
ク
社
で
の

組
合
員
い
じ
め
へ
と
の
闘
い

の
報
告
、
き
ょ
う
と
ユ
ニ
オ

ン
の
京
都
市
立
浴
場
の
退
職

金
未
払
い
請
求
闘
争
報
告
な

ど
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
客
乗
原

告
団
の
鈴
木
圭
子
さ
ん
の
発

声
で
、
京
セ
ラ
本
社
百
メ
ー

タ
ー
ビ
ル
に
向
か
っ
て
、
最

高
裁
決
定
吹
き
飛
ば
し
て
最

後
ま
で
勝
利
め
ざ
し
て
闘
う

決
意
を
こ
め
た
、
怒
り
の
シ
ュ

プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
で
締
め
く
く

り
ま
し
た
。

（
Ｊ
Ａ
Ｌ
闘
争
京
都
共
闘
・

稲
村
守
事
務
局
次
長
）

客
乗
、
乗
員
の
最
高
裁
上

告
棄
却
、
上
告
不
受
理
の
決

定
が
相
次
い
で
通
知
さ
れ
た

2
月
5
日
、
6
日
の
状
況
か

ら
、
予
定
さ
れ
て
い
た
Ｉ
Ｌ

Ｏ
本
部
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）
訪

問
を
延
期
す
べ
き
か
の
議
論

も
あ
っ
た
中
、
む
し
ろ
最
高

裁
決
定
の
意
味
を
し
っ
か
り

伝
え
る
た
め
に
も
訪
問
す
べ

き
と
の
認
識
で
一
致
し
、
11

日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
向
け
成
田

を
出
発
し
ま
し
た
。

要
請
団
は
、
訴
訟
代
理
人

の
竹
村
弁
護
士
、
日
航
乗
員

組
合
の
坂
井
副
委
員
長
、
日

乗
連
代
表
兼
乗
員
原
告
の
飯

田
副
団
長
と
Ｃ
Ｃ
Ｕ
代
表
兼

今
後
の
取
り
組
み

ILO労働者活動局アンナ・ビヨンディ

さんと要請団

３
月
23
日
12
時
〜
院
内
集
会
参

議
院
会
館
１
０
１
会
議
室

13
時
40
分
ま
で

24
日
15
時
〜
福
岡
空
港
宣
伝

行
動
、
18
時
〜
博
多
駅
筑

紫
口
宣
伝
行
動

25
日
18
時
〜
小
倉
駅
前
宣
伝

行
動

26
日
15
時
40
分
〜
不
当
労
働

行
為
行
政
訴
訟
８
２
４
号

法
廷

27
日
18
時
〜
全
国
一
斉
宣
伝

行
動
、
高
田
馬
場
駅
早
稲

田
口
、
立
川
駅
北
口
、
品

川
駅
港
南
口
、
錦
糸
町
駅

北
口
、
池
袋
駅
東
口
、
18

時
半
〜
有
楽
町
マ
リ
オ
ン

前

４
月
09
日
18
時
〜
Ｊ
Ａ
Ｌ
本
社

前
宣
伝
・
要
請
行
動

28
日
全
国
一
斉
宣
伝
行
動

５
月
13
日
18
時
〜
Ｊ
Ａ
Ｌ
本
社

包
囲
行
動
・
デ
モ
新
馬
場

聖
跡
公
園
集
合


